
 

 

 食品表示法に関する疑問点，ご相談のほか，食品表示の違反が疑われる情報がありましたら，以下の

機関までご連絡ください。 

なお，表示している内容（①品質に関するもの，②衛生に関するもの，③栄養成分の表示等に関する

もの）により連絡窓口がそれぞれ異なりますので，ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

機能性表示食品を含む食品表示法の全般的な内容 

消費者庁食品表示企画課 ０３－３５０７－８８００（代表） 

 

◆           の表示に関するお問い合わせ先 

 

公所名 連絡先  

仙台市消費生活センター ０２２－２６８－７０４０（直通） 

 

◆           の表示に関するお問い合わせ先  

 

公所名 連絡先 

青葉区保健福祉センター  衛生課 ０２２－２２５－７２１１（代表） 

宮城野区保健福祉センター 衛生課 ０２２－２９１－２１１１（代表） 

若林区保健福祉センター  衛生課 ０２２－２８２－１１１１（代表） 

太白区保健福祉センター  衛生課 ０２２－２４７－１１１１（代表） 

泉区保健福祉センター   衛生課 ０２２－３７２－３１１１（代表） 

健康福祉局保健所 食品監視センター 
（仙台市中央卸売市場内） 

０２２－２３２－８１５５（直通） 

健康福祉局保健所    生活衛生課  ０２２－２１４－８２０５（直通） 

  

◆           の表示に関するお問い合わせ先 

 

公所名 連絡先 

青葉区保健福祉センター  家庭健康課 ０２２－２２５－７２１１（代表） 

宮城野区保健福祉センター 家庭健康課 ０２２－２９１－２１１１（代表） 

若林区保健福祉センター  家庭健康課 ０２２－２８２－１１１１（代表） 

太白区保健福祉センター  家庭健康課 ０２２－２４７－１１１１（代表） 

泉区保健福祉センター   家庭健康課 ０２２－３７２－３１１１（代表） 

健康福祉局保健衛生部   健康政策課 ０２２－２１４－３８９４（直通） 

 

食品表示法の相談窓口 

品質事項・・・原材料、原産地、内容量などの品質（旧ＪＡＳ法）に関すること 

衛生事項・・・添加物、アレルゲン、期限表示などの衛生（旧食品衛生法）に関すること 

保健事項・・・栄養成分表示、特定保健用食品、栄養機能食品（旧健康増進法）に関すること 

品質事項 

衛生事項 

保健事項 


